
平成２９年３月１７日 

≪深川警察署からの情報提供です≫ 

 

深川市内で有料サイト料金 

未納名目の架空請求詐欺発生！ 
 

 

★カードの番号を教えることは、相手にカードの金額を渡すことと同じで

す。あとで詐欺だと気づき、お金を取り戻そうとしても難しいので注意！ 

 

★コンビニエンスストアでプリペイドカード（電子マネー）の購入を指示

してきた時点で、詐欺である可能性が高いので気をつけましょう。 

 

★一人で判断せずに、周りの人や警察に相談しましょう。 
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 ３月１３日、深川市内の５０歳代男性の携帯電話に「有料サイ

ト利用料金未納」についてのメールが送られてきました。 

 メールに記載された電話番号に連絡したところ、ハラグチを名

乗る男から「プリペイドカードを購入して未納料金を支払え」と

指示され、購入したプリペイドカードの番号を教え、合計約４０

万円をだまし取られました。 

 請求は複数回に分割して行われ、プリペイドカードも市内外の

複数のコンビニエンスストアで購入されていました。 


